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道路情報について

大津波警報による通行規制区間の一部変更（短縮）についてお知ら
せします（第５報）

記

■通行止区間の変更（短縮）

（新） 一般国道５５号 高知県安芸郡東洋町甲浦県境
～高知県安芸郡東洋町河内 甲浦駐在所西詰 Ｌ＝１．８ｋｍ

（旧） 一般国道５５号 高知県安芸郡東洋町甲浦県境
～高知県室戸市佐喜浜町入木 Ｌ＝１７．２ｋｍ

■なお、現在の通行止区間 は以下のとおりです。

１）四国横断自動車道（高速道路）及び須崎道路
須崎東ＩＣ～ 中土佐ＩＣ

延長Ｌ＝１２．３ ｋｍ

２）一般国道５６号（須崎バイパス）
高知県須崎市神田 須崎東ＩＣ付近

～高知県須崎市下分 道の駅付近

延長Ｌ＝４．３ ｋｍ

３）一般国道５５号
高知県安芸郡東洋町甲浦県境

～高知県安芸郡東洋町河内 甲浦駐在所西詰

延長Ｌ＝１．８ ｋｍ


